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(57)【要約】
【課題】細い針体を採用した場合でも液体流通速度の低
下を抑制することができ、且つ針ハブの製造装置の部品
点数を削減することができる医療用針及びその製造方法
を提供する。
【解決手段】医療用針１０は、針体１４の基端側に設け
られた樹脂製の針ハブ１８を備える。針ハブ１８には、
針体１４の基端側が挿入される針挿入孔２２と、針挿入
孔２２に挿入された針体１４の基端面が当接する位置決
め部３２と、針ハブ１８の外周面と位置決め部３２との
間の壁内に形成された肉抜き部４６とが設けられている
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空状の針体と前記針体の基端側に設けられた樹脂製の針ハブとを備えた医療用針であ
って、
　前記針ハブには、
　前記針体の基端側が挿入される針挿入孔と、
　前記針挿入孔に挿入された前記針体の基端面が当接する位置決め部と、
　前記針ハブの外周面と前記位置決め部との間の壁内に形成された肉抜き部と、が設けら
れている、
　ことを特徴とする医療用針。
【請求項２】
　請求項１記載の医療用針であって、
　前記肉抜き部は、前記針挿入孔の軸線回りに沿って互いに離間するように複数設けられ
ていることを特徴とする医療用針。
【請求項３】
　請求項２記載の医療用針であって、
　複数の前記肉抜き部は、前記針挿入孔の軸線を中心に点対称に設けられていることを特
徴とする医療用針。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の医療用針であって、
　前記針ハブの基端部には、前記針体の内腔に連通する内腔を有するチューブの端部が挿
入可能なチューブ挿入穴が形成され、
　前記肉抜き部は、前記チューブ挿入穴から先端方向に延出している、
　ことを特徴とする医療用針。
【請求項５】
　請求項４記載の医療用針であって、
　前記位置決め部は、円環状に形成されていることを特徴とする医療用針。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の医療用針において、
　前記肉抜き部を構成する壁面のうち前記位置決め部とは反対側の内面は、前記針ハブの
先端側に向かって傾斜していることを特徴とする医療用針。
【請求項７】
　請求項６記載の医療用針において、
　前記針ハブの外周面は、前記針ハブの先端側に向かって前記肉抜き部の前記内面に対し
て平行になるように径方向内側に傾斜していることを特徴とする医療用針。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の医療用針において、
　前記針ハブには、前記針挿入孔の外周側且つ前記肉抜き部よりも先端側に当該肉抜き部
とは別の肉抜き部が形成されていることを特徴とする医療用針。
【請求項９】
　中空状の針体と前記針体の基端側に設けられた樹脂製の針ハブとを備えた医療用針の製
造方法であって、
　前記針ハブを製造装置によって射出成形する針ハブ成形工程と、
　前記針ハブ成形工程によって成形された前記針ハブに対して前記針体の基端側を固定す
る針体固定工程と、を行い、
　前記製造装置は、
　互いに近接離間可能な状態で対向配置され、型閉じ状態で前記針ハブの外形形状に対応
した形状のキャビティを形成する第１金型及び第２金型を備え、
　前記キャビティ内には、
　前記第１金型に支持され、前記針体の基端側が挿入可能な針挿入孔を成形する針挿入孔
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成形部と、
　前記第２金型に支持され、前記型閉じ状態で前記針挿入孔成形部に対して当接可能な当
接部と、
　前記針挿入孔成形部及び前記当接部の境界部と前記キャビティを成形する壁面との間に
当該境界部及び当該壁面から離間するように配置された肉抜き成形部と、が設けられ、
　前記針ハブ成形工程では、
　前記第１金型及び前記第２金型を型閉じすることによって、前記キャビティを形成し、
前記針挿入孔成形部及び前記当接部を互いに当接させる型閉じ工程と、
　前記キャビティ内に溶融樹脂を充填する充填工程と、
　前記キャビティ内に充填された前記溶融樹脂を固化させる固化工程と、
　固化されることによって成形された前記針ハブを前記キャビティから取り外す型開き工
程と、を行い、
　前記針体固定工程では、前記針挿入孔成形部及び前記当接部の境界部によって成形され
た位置決め部に前記針体の基端面を当接させた状態で固定する、
　ことを特徴とする医療用針の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中空状の針体と前記針体の基端側に設けられた樹脂製の針ハブとを備えた医
療用針及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　採血針のような医療用針は、体内に穿刺するための針体と、針体の基端側に接続されて
ユーザが把持する針ハブとを備える（例えば、特許文献１参照）。針ハブは、射出成形に
よって成形される。一般的に、血管の太さの個人差や用途等によって最適な太さの針体を
備えた医療用針が利用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－５２５０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、同じ長さの針体では、針体の太さが細くなるほど、その内腔の液体流通速度
が遅くなるため、採血時間又は薬剤の注入時間は長くなり易い。また、針体の太さが変更
された場合、針ハブの外面を成形する外側金型を変更する必要があるため、針ハブの製造
装置の部品点数が増加するおそれがある。
【０００５】
　本発明は、このような課題を考慮してなされたものであり、細い針体を採用した場合で
も液体流通速度の低下を抑制することができ、且つ針ハブの製造装置の部品点数を削減す
ることができる医療用針及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る医療用針は、中空状の針体と前記針体の基端
側に設けられた樹脂製の針ハブとを備えた医療用針であって、前記針ハブには、前記針体
の基端側が挿入される針挿入孔と、前記針挿入孔に挿入された前記針体の基端面が当接す
る位置決め部と、前記位置決め部よりも外周側で、かつ前記針ハブの外周面と前記位置決
め部との間の壁内に形成された肉抜き部と、が設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、針ハブを射出成形する際に、肉抜き部によって位置決め部の
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外周側に位置する樹脂材料の熱収縮量を比較的少なくすることができる。これにより、針
挿入孔の基端部の孔径の寸法バラツキを抑えることができため、針体の太さに関わらずに
針体の基端を針ハブに対して精度よく位置決めすることができる。よって、細い針体を採
用した場合でも、針ハブ内の針体の長さを比較的短くすることができるので、医療用針の
流体流通速度の低下を抑制することができる。また、針体の太さ（針挿入孔の孔径）が変
更されても針ハブの外面を成形する外側金型を変更する必要がない。これにより、針体の
太さに応じて外側金型を個別に用意する必要がないため、針ハブの製造装置の部品点数を
削減することができる。
【０００８】
　上記の医療用針において、前記肉抜き部は、前記針挿入孔の軸線回りに沿って互いに離
間するように複数設けられていてもよい。
【０００９】
　このような構成によれば、針ハブを射出成形する際に、隣接する肉抜き部の間に空間が
形成されることになるため、肉抜き部の外側（針ハブの外面側）及び内側（位置決め部側
）に溶融樹脂を効率的且つ確実に導くことができる。
【００１０】
　上記の医療用針において、複数の前記肉抜き部は、前記針挿入孔の軸線を中心に点対称
に設けられていてもよい。
【００１１】
　このような構成によれば、針挿入孔の基端部の孔径の寸法バラツキを一層抑えることが
できる。
【００１２】
　上記の医療用針において、前前記針ハブの基端部には、前記針体の内腔に連通する内腔
を有するチューブの端部が挿入可能なチューブ挿入穴が形成され、前記肉抜き部は、前記
チューブ挿入穴から先端方向に延出していてもよい。
【００１３】
　このような構成によれば、針ハブを射出成形する際に、肉抜き部とチューブ挿入穴とを
効率的に成形することができる。
【００１４】
　上記の医療用針において、前記位置決め部は、円環状に形成されていてもよい。
【００１５】
　このような構成によれば、針体の基端面を位置決め部に対して精度よく位置決めするこ
とができる。
【００１６】
　上記の医療用針において、前記肉抜き部を構成する壁面のうち前記位置決め部とは反対
側の内面は、前記針ハブの先端側に向かって傾斜していてもよい。
【００１７】
　このような構成によれば、針ハブを射出成形する際に、肉抜き部を成形するための部材
（肉抜き成形部）に抜き勾配を設けることができる。
【００１８】
　上記の医療用針において、前記針ハブの外周面は、前記針ハブの先端側に向かって前記
肉抜き部の前記内面に対して平行になるように径方向内側に傾斜していてもよい。
【００１９】
　このような構成によれば、針ハブの軸線方向において、肉抜き部と針ハブの外周面との
間の部分の厚みを略一定にすることができるので、針ハブにおける肉抜き部が位置する部
分の剛性が過度に低下することを抑えることができる。
【００２０】
　上記の医療用針において、前記針ハブには、前記針挿入孔の外周側且つ前記肉抜き部よ
りも先端側に当該肉抜き部とは別の肉抜き部が形成されていてもよい。
【００２１】
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　このような構成によれば、針挿入孔の先端側の孔径の寸法バラツキを抑えることができ
る。
【００２２】
　本発明に係る針ハブの製造装置は、互いに近接離間可能な状態で対向配置された第１金
型及び第２金型を備え、前記第１金型及び前記第２金型の型閉じ状態で、中空状の針体の
基端側に設けられる針ハブの外形形状に対応した形状のキャビティに溶融樹脂を充填して
固化させることにより前記針ハブを成形する針ハブの製造装置であって、前記キャビティ
内には、前記第１金型に支持され、前記針体の基端側が挿入可能な針挿入孔を成形する針
挿入孔成形部と、前記第２金型に支持され、前記型閉じ状態で前記針挿入孔成形部に対し
て当接可能な当接部と、が設けられ、前記針挿入孔成形部及び前記当接部の境界部には、
前記針体の基端面が当接可能な位置決め部を成形する段差部が形成され、前記境界部の外
周側には、前記位置決め部よりも外周側に肉抜き部を成形する肉抜き成形部が設けられて
いることを特徴とする。
【００２３】
　このような構成の製造装置を用いれば、上述した針ハブを容易に成形することができる
。
【００２４】
　上記の針ハブの製造装置において、前記針挿入孔成形部のうち前記当接部側の端部及び
前記当接部の一方には、凹部が形成され、前記針挿入孔成形部の前記端部及び前記当接部
の他方には、前記凹部に嵌合可能な凸部が設けられていてもよい。
【００２５】
　このような構成によれば、針挿入孔成形部及び当接部の境界部に段差部を精度よく形成
することができる。
【００２６】
　上記の針ハブの製造装置において、前記肉抜き成形部は、前記型閉じ状態で前記キャビ
ティを構成する壁面と前記段差部との間に、前記壁面及び前記段差部から離間するように
配置されていてもよい。
【００２７】
　このような構成によれば、針ハブの内部に肉抜き部を形成することができる。
【００２８】
　上記の針ハブの製造装置において、前記肉抜き成形部は、前記針挿入孔成形部の軸線回
りに沿って互いに離間するように複数設けられていてもよい。
【００２９】
　上記の針ハブの製造装置において、複数の前記肉抜き部は、前記針挿入孔成形部の軸線
を中心に点対称に設けられていてもよい。
【００３０】
　上記の針ハブの製造装置において、前記肉抜き成形部は、前記針挿入孔成形部の軸線方
向に沿って延在し、径方向に沿った厚みが前記第１金型に向かって薄く形成されていても
よい。
【００３１】
　このような構成によれば、キャビティ内に成形された針ハブから肉抜き成形部を容易に
引き抜くことができる。
【００３２】
　上記の針ハブの製造装置において、前記キャビティ内には、前記針挿入孔成形部の外周
側且つ前記肉抜き成形部よりも先端側に当該肉抜き成形部とは別の肉抜き成形部が設けら
れていてもよい。
【００３３】
　本発明に係る医療用針の製造方法は、中空状の針体と前記針体の基端側に設けられた樹
脂製の針ハブとを備えた医療用針の製造方法であって、前記針ハブを製造装置によって射
出成形する針ハブ成形工程と、前記針ハブ成形工程によって成形された前記針ハブに対し
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て前記針体の基端側を固定する針体固定工程と、を行い、前記製造装置は、互いに近接離
間可能な状態で対向配置され、型閉じ状態で前記針ハブの外形形状に対応した形状のキャ
ビティを形成する第１金型及び第２金型を備え、前記キャビティ内には、前記第１金型に
支持され、前記針体の基端側が挿入可能な針挿入孔を成形する針挿入孔成形部と、前記第
２金型に支持され、前記型閉じ状態で前記針挿入孔成形部に対して当接可能な当接部と、
前記針挿入孔成形部及び前記当接部の境界部と前記キャビティを成形する壁面との間に当
該境界部及び当該壁面から離間するように配置された肉抜き成形部と、が設けられ、前記
針ハブ成形工程では、前記第１金型及び前記第２金型を型閉じすることによって、前記キ
ャビティを形成し、前記針挿入孔成形部及び前記当接部を互いに当接させる型閉じ工程と
、前記キャビティ内に溶融樹脂を充填する充填工程と、前記キャビティ内に充填された前
記溶融樹脂を固化させる固化工程と、固化されることによって成形された前記針ハブを前
記キャビティから取り外す型開き工程と、を行い、前記針体固定工程では、前記針挿入孔
成形部及び前記当接部の境界部によって成形された位置決め部に前記針体の基端面を当接
させた状態で固定することを特徴とする。
【００３４】
　このような方法によれば、上述した作用効果を奏する医療用針を得ることができる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、針ハブを射出成形する際に、肉抜き部によって位置決め部の外周側に
位置する樹脂材料の熱収縮量を比較的少なくすることができる。これにより、細い針体を
採用した場合でも、針ハブ内の針体の長さを比較的短くすることができるので、医療用針
の流体流通速度の低下を抑制することができる。また、針体の太さに応じて外側金型を個
別に容易する必要がないため、針ハブの製造装置の部品点数を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係る医療用針の一部省略斜視図である。
【図２】図１の医療用針の縦断面図である。
【図３】図２の針ハブの縦断面図である。
【図４】図４Ａは図３のＩＶＡ－ＩＶＡ線に沿った横断面図であり、図４Ｂは図３のＩＶ
Ｂ－ＩＶＢ線に沿った横断面図である。
【図５】図３のＶ－Ｖ線に沿った横断面図である。
【図６】図２の針ハブの製造装置を示す一部省略縦断面図である。
【図７】図７Ａは図６のＶＩＩＡ－ＶＩＩＡ線に沿った一部省略横断面図であり、図７Ｂ
は図６のＶＩＩＢ－ＶＩＩＢ線に沿った一部省略横断面図である。
【図８】図６の製造装置において固化工程が完了した状態を示す一部省略縦断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明に係る医療用針について針ハブの製造装置及び医療用針の製造方法との関
係で好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照しながら説明する。
【００３８】
　本発明の一実施形態に係る医療用針１０は、生体内（静脈）から血液を採取するための
採血針として構成されている。ただし、医療用針１０は、採血針に限定されず、例えば、
輸液を体内に注入するためのものであってもよい。
【００３９】
　医療用針１０に関する以下の説明では、図２の左側を「先端」、右側を「基端」という
。図１及び図２に示すように、医療用針１０は、先端に鋭利な針先１２を有する中空状の
針体１４と、針体１４を覆うキャップ１６と、針体１４の基端側に設けられた針ハブ１８
と、針ハブ１８の基端に接続可能なチューブ２０とを備える。
【００４０】
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　針体１４の構成材料としては、例えば、ステンレス鋼、アルミニウム或いはアルミニウ
ム合金、チタン或いはチタン合金のような金属材料、又はポリフェニレンサルファイド等
の硬質樹脂材料等が挙げられる。針体１４は、血液等の体液又は輸液等の流路となる内腔
１４ａ（図２参照）を有する円管状の部材である。針体１４の先端部には、液体の出入口
として機能する開口１４ｂが形成されている。
【００４１】
　キャップ１６は、その内部に針体１４を収容可能な中空状の部材であって、針体１４に
おける針先１２から針ハブ１８までの部分を覆った状態で針ハブ１８の先端側に嵌合可能
に構成されている。このキャップ１６は、医療用針１０の使用前において、針体１４が露
出しないように針ハブ１８に装着されている。医療用針１０を使用する際は、キャップ１
６を先端方向に引っ張ることで、針ハブ１８から離脱し、針体１４を露出させることがで
きる。
【００４２】
　図３に示すように、針ハブ１８は、射出成形によって一体的に円筒状に成形された樹脂
成形品である。針ハブ１８を構成する樹脂材料としては、熱収縮性の比較的小さいものが
好ましい。このような材料としては、例えば、ポリカーボネート、硬質ポリ塩化ビニル、
ＭＳＢ樹脂、ポリメチルメタクリレート、ポリフェニレンサルファイド、ポリアセタール
、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミド等が挙げられる。
【００４３】
　針ハブ１８には、針体１４の基端側が挿入される針挿入孔２２と、チューブ２０が挿入
されるチューブ挿入穴２４とが形成されている。針挿入孔２２は、針ハブ１８の先端面に
開口する針導入孔２２ａと、針導入孔２２ａの基端から針挿入孔２２の基端まで一定の孔
径で延在する針保持孔２２ｂとを有する。針導入孔２２ａは、針ハブ１８の先端に向かっ
て徐々に拡径している。これにより、針ハブ１８に対して針体１４を組み付ける際に、針
体１４の基端側を針ハブ１８の先端側から針挿入孔２２に容易に挿入することができる。
針挿入孔２２に挿入された針体１４は、図示しない接着剤によって針挿入孔２２を構成す
る壁面に接着される。接着剤としては、例えば、紫外線硬化性樹脂を用いることができる
。針保持孔２２ｂの孔径は、針体１４の太さ（外径）に応じて設定される。
【００４４】
　チューブ挿入穴２４は、針ハブ１８の基端面に形成された凹部８０であって、その底面
２６には、針ハブ１８の基端側に向かって突出し、チューブ２０の内腔２０ａに嵌合する
円筒状の突出部２８が設けられている。突出部２８の突出端面は、針ハブ１８の基端より
も先端側に位置している。
【００４５】
　針ハブ１８には、針挿入孔２２の基端から突出部２８の突出端面まで延在し、針挿入孔
２２とチューブ２０の内腔２０ａとを連通させる連通孔３０が形成されている。連通孔３
０は、針挿入孔２２から基端側に延在する一定孔径の第１連通孔３０ａと、第２連通孔３
０ｂから基端側に向かって拡径する第２連通孔３０ｂと、第２連通孔３０ｂから突出部２
８の突出端面まで延在する一定孔径の第３連通孔３０ｃとを有する。
【００４６】
　第１連通孔３０ａの孔径は、針保持孔２２ｂの孔径よりも小さい。すなわち、針挿入孔
２２と連通孔３０との境界には段差が形成されている。この段差には、針ハブ１８の先端
側を指向して針体１４の基端面が当接する円環状の位置決め部３２が設けられている（図
３～図４Ｂ参照）。位置決め部３２は、チューブ挿入穴２４の底面２６よりも先端側に位
置している。第１連通孔３０ａの孔径は、針体１４の内腔１４ａの孔径よりも大きい。第
３連通孔３０ｃの孔径は、針保持孔２２ｂの孔径よりも大きい。
【００４７】
　針ハブ１８は、先端部を構成する小径部３４と、小径部３４の基端に設けられた中径部
３６と、中径部３６の基端に設けられた大径部３８と、大径部３８の基端に設けられた把
持部４０とを有する。中径部３６は、その外周面にキャップ１６が嵌合可能に構成されて
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いる。また、中径部３６の内部には、針保持孔２２ｂの先端（針導入孔２２ａと針保持孔
２２ｂとの境界）が位置している。
【００４８】
　把持部４０は、ユーザが手指で把持可能な大きさに形成されている。ユーザは、把持部
４０を把持してキャップ１６の着脱操作や針体１４の皮膚への穿刺操作等を行う。把持部
４０の外周面４０ａは、針ハブ１８の先端に向かって徐々に縮径するように傾斜している
。把持部４０の外周面４０ａには、針ハブ１８の軸線方向に沿って延在した筋状の突起４
２が周方向に複数等間隔に設けられている。これにより、医療用針１０の操作性を向上さ
せることができる（図１参照）。
【００４９】
　図３～図４Ｂに示すように、このような針ハブ１８には、中径部３６に形成された複数
（図４Ａの例では、８個）の第１肉抜き部４４と、把持部４０に形成された複数（図４Ｂ
の例では４個）の第２肉抜き部４６とが設けられている。
【００５０】
　図３及び図４Ａにおいて、第１肉抜き部４４は、中径部３６の外周面と針保持孔２２ｂ
との間の壁内に形成された穴である。複数の第１肉抜き部４４は、針挿入孔２２の軸線回
りに互いに離間するように等間隔に設けられている。換言すれば、複数の第１肉抜き部４
４は、針挿入孔２２（針体１４）の軸線を中心に点対称に設けられている。
【００５１】
　各第１肉抜き部４４は、中径部３６のうち先端側の端面に開口しており、その端面から
大径部３８の若干手前まで延在している。各第１肉抜き部４４は、横断面視で略四角形状
に形成され、針ハブ１８の周方向に延在している。第１肉抜き部４４を構成する径方向外
側の第１外側内面４４ａは、針ハブ１８の基端側に向かって径方向内側（針挿入孔２２側
）に傾斜している。第１肉抜き部４４を構成する径方向内側の第１内側内面４４ｂは、針
ハブ１８の基端側に向かって径方向外側（針挿入孔２２とは反対側）に傾斜している。
【００５２】
　図３、図４Ｂ及び図５において、第２肉抜き部４６は、把持部４０の外周面４０ａと位
置決め部３２との間の壁内に形成された穴である。すなわち、複数の第２肉抜き部４６は
、位置決め部３２の外周側に位置している。具体的には、複数の第２肉抜き部４６は、針
挿入孔２２の軸線回りに互いに離間するように等間隔に設けられている。換言すれば、複
数の第２肉抜き部４６は、針挿入孔２２（針体１４）の軸線を中心に点対称に設けられて
いる。
【００５３】
　各第２肉抜き部４６は、チューブ挿入穴２４の底面２６から針ハブ１８の先端側に向か
って延在している。第２肉抜き部４６の先端は、大径部３８よりも若干基端側に位置して
いる。第２肉抜き部４６は、横断面視で略四角形状に形成され、周方向に延在している。
【００５４】
　第２肉抜き部４６を構成する径方向外側の第２外側内面４６ａは、針ハブ１８の先端側
に向かって径方向内側（針挿入孔２２側）に傾斜している。第２外側内面４６ａは、針ハ
ブ１８の軸線方向に沿って把持部４０の外周面４０ａと平行に延在している。これにより
、第２肉抜き部４６と針ハブ１８の外面との間の部分の厚みを略一定にすることができる
ので、針ハブ１８における第２肉抜き部４６が位置する部分の剛性が過度に低下すること
を抑えることができる。第２肉抜き部４６を構成する径方向内側の第２内側内面４６ｂは
、針ハブ１８の軸線方向に沿って延在している。
【００５５】
　本実施形態に係る医療用針１０は、基本的には以上のように構成されるものであり、次
に、医療用針１０の製造方法について針ハブ５７の製造装置６０との関係で説明する。ま
ず、針ハブ１８の製造装置６０について説明する。
【００５６】
　図６に示すように、針ハブ１８の製造装置６０は、溶融樹脂をキャビティ６２に充填し
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て針ハブ１８を成形する射出成形装置であって、互いに近接離間可能に対向配置された固
定金型（第１金型）６４及び可動金型（第２金型）６６を備える。固定金型６４には、針
ハブ１８の小径部３４及び中径部３６の外形形状に対応した形状の第１キャビティ６２ａ
と２つのスプルー６８とが形成されている。また、固定金型６４には、第１コアピン７０
と、溶融樹脂をスプルー６８に供給するための２つの樹脂供給装置７２とが設けられてい
る。第１コアピン７０は、円柱状の第１コア本体７４と、第１コア本体７４に設けられた
針挿入孔成形部７６及び複数（例えば、８個）の第１肉抜き成形部７８とを有する。
【００５７】
　第１コア本体７４の端面（可動金型６６側の端面）は、針ハブ１８の先端面を成形する
。針挿入孔成形部７６は、針ハブ１８の針挿入孔２２に対応した形状を有しており、第１
コア本体７４の端面の中央から可動金型６６が位置する側に延出している。具体的には、
針挿入孔成形部７６は、第１コア本体７４から可動金型６６が位置する側に向かって縮径
する針導入孔成形部７６ａと、針導入孔成形部７６ａから一定外径で延出した針保持孔成
形部７６ｂとを有する。針保持孔成形部７６ｂの突出端面（第１当接面）には、凹部８０
が形成されている。
【００５８】
　図６及び図７Ａに示すように、各第１肉抜き成形部７８は、第１コア本体７４の端面の
外周部から可動金型６６側に向かって延出している。各第１肉抜き成形部７８は、第１キ
ャビティ６２ａを構成する壁面と針挿入孔成形部７６との間に、前記壁面及び針挿入孔成
形部７６から離間するように配置されている。複数の第１肉抜き成形部７８は、第１コア
本体７４の周方向に互いに離間するように等間隔に設けられている。換言すれば、複数の
第１肉抜き成形部７８は、第１コア本体７４の軸線を中心に点対称に設けられている。各
第１肉抜き成形部７８の先端部は、針ハブ１８の第１肉抜き部４４に対応した形状を有し
ている。つまり、各第１肉抜き成形部７８の先端部は、第１コア本体７４の径方向に沿っ
た厚みが先端に向かって薄くなるように形成されている。
【００５９】
　図６において、可動金型６６は、ベース８２と、ベース８２に着脱自在に設けられた金
型本体８４とを備える。可動金型６６には、針ハブ１８の小径部３４及び中径部３６以外
の部分の外形形状に対応した形状の第２キャビティ６２ｂと、各スプルー６８に連通する
２つのランナー８６と、各ランナー８６に連通して第２キャビティ６２ｂを構成する壁面
に開口する２つのゲート８８とが形成されている。第１キャビティ６２ａ及び第２キャビ
ティ６２ｂは、固定金型６４及び可動金型６６の型閉じ状態で互いに連通して針ハブ１８
の外形形状に対応した形状の１つの連続したキャビティ６２を形成する。
【００６０】
　また、可動金型６６には、第２コアピン９０及び第３コアピン９２が設けられている。
第２コアピン９０は、円管状の第２コア本体９４と、第２コア本体９４に設けられた円筒
部９６及び複数（例えば、４個）の第２肉抜き成形部９８とを有する。第２コア本体９４
の端面（固定金型６４側の端面）は、針ハブ１８の突出部２８の突出端面を成形する。円
筒部９６は、第２コア本体９４の端面から固定金型６４側に延出している。第２コア本体
９４の先端部及び円筒部９６は、針ハブ１８のチューブ挿入穴２４に対応した形状を有す
る。
【００６１】
　図６及び図７Ｂに示すように、各第２肉抜き成形部９８は、円筒部９６の突出端面から
固定金型６４側に向かって延出している。複数の第２肉抜き成形部９８は、円筒部９６の
周方向に互いに離間するように等間隔に設けられている。換言すれば、複数の第２肉抜き
成形部９８は、円筒部９６の軸線を中心に点対称に設けられている。
【００６２】
　各第２肉抜き成形部９８は、針ハブ１８の第２肉抜き部４６に対応した形状を有してい
る。つまり、各第２肉抜き成形部９８は、第２コア本体９４の径方向に沿った厚みが先端
に向かって薄くなるように形成されている。
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【００６３】
　図６において、第３コアピン９２は、第２コアピン９０に対して軸線方向に移動可能に
第２コアピン９０の内腔９０ａに配設されている。第３コアピン９２は、円柱状の第３コ
ア本体１００と、第３コア本体１００の端面から固定金型６４側に向かって延出した連通
孔成形部１０２とを有する。連通孔成形部１０２は、針ハブ１８の連通孔３０に対応した
形状を有する。
【００６４】
　具体的には、連通孔成形部１０２は、第３コア本体１００の端面から固定金型６４側に
延出した一定外径の延出部１０２ａと、延出部１０２ａの突出端面から固定金型６４側に
向かって縮径する縮径部１０２ｂと、縮径部１０２ｂから固定金型６４側に向かって一定
外径で延出した当接部１０２ｃとを有する。
【００６５】
　当接部１０２ｃは、固定金型６４及び可動金型６６の型閉じ状態で針保持孔成形部７６
ｂに対して当接可能に構成されている。連通孔成形部１０２の突出端面（第２当接面）に
は、凹部８０に嵌合可能な凸部１０４が設けられている。
【００６６】
　延出部１０２ａの先端側は第３連通孔３０ｃに対応した形状を有し、縮径部１０２ｂは
第２連通孔３０ｂに対応した形状を有し、当接部１０２ｃは第１連通孔３０ａに対応した
形状を有する。当接部１０２ｃは、第２肉抜き成形部９８の先端よりも第３コア本体１０
０側に位置している。
【００６７】
　当接部１０２ｃの外径は、針保持孔成形部７６ｂの外形よりも小さい。すなわち、固定
金型６４及び可動金型６６の型閉じ状態で針保持孔成形部７６ｂ及び当接部１０２ｃの境
界部には、位置決め部３２を成形するための段差部１０６が形成されることとなる。この
段差部１０６の外周側には、第２肉抜き成形部９８が位置している。
【００６８】
　次に、上述した医療用針１０の製造方法について説明する。医療用針１０を製造する場
合、上述した製造装置６０を用いて針ハブ１８を成形する針ハブ成形工程と、針体１４の
基端側と針ハブ１８に対して固定する針体固定工程とを行う。まず。針ハブ成形工程につ
いて説明する。
【００６９】
　針ハブ成形工程では、まず、可動金型６６を固定金型６４側に移動させることにより固
定金型６４及び可動金型６６を型閉じする（型閉じ工程）。そうすると、固定金型６４と
可動金型６６とが互いに接触してパーティングライン（分割面）ＰＬが形成される。また
、このとき、針保持孔成形部７６ｂの凹部８０に連通孔成形部１０２の凸部１０４が嵌合
するとともに当接部１０２ｃが針保持孔成形部７６ｂに対して当接する。これにより、針
保持孔成形部７６ｂ及び当接部１０２ｃの境界部には段差部１０６が精度よく形成される
。
【００７０】
　続いて、各樹脂供給装置７２から溶融樹脂を供給する（充填工程）。そうすると、樹脂
供給装置７２から供給された溶融樹脂は、スプルー６８、ランナー８６及びゲート８８を
通り、第２キャビティ６２ｂ内に導かれる。そして、第２キャビティ６２ｂ内に導入され
た溶融樹脂は、キャビティ６２の全体に広がる。このとき、溶融樹脂は、互いに隣接する
第２肉抜き成形部９８の間の空間を介して第２肉抜き成形部９８の内側及び円筒部９６の
内側に流入する。そのため、溶融樹脂をキャビティ６２の全体に効率的且つ確実に充填す
ることができる。
【００７１】
　続いて、図８に示すように、キャビティ６２内に充填された溶融樹脂が固化することに
より針ハブ１８を成形する（固化工程）。この際、針保持孔成形部７６ｂの基端部（第１
コア本体７４側の端部）の外周に複数の第１肉抜き成形部７８を設けているため、針保持
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孔成形部７６ｂの基端部の外周側における溶融樹脂の熱収収縮量が比較的少なくなる。ま
た、段差部１０６の外周側に複数の第２肉抜き成形部９８が設けているため、段差部１０
６の外周側における溶融樹脂の熱収縮量が比較的少なくなる。これにより、針保持孔成形
部７６ｂによって成形される針保持孔２２ｂの両端部の孔径の寸法バラツキを抑えること
ができる。
【００７２】
　固化工程の後、可動金型６６を固定金型６４から離間する方向に移動させることにより
固定金型６４及び可動金型６６の型開きを行い、キャビティ６２から針ハブ１８を取り外
す（型開き工程）。この際、各第１肉抜き成形部７８の先端部の厚みが先端に向かって薄
く形成されることによって抜き勾配が設けられているため、第１肉抜き成形部７８を針ハ
ブ１８から確実に抜くことができる。また、各第２肉抜き成形部９８の厚みが先端に向か
って薄く形成されることによって抜き勾配が設けられているため、第２肉抜き成形部９８
を針ハブ１８から確実に抜くことができる。この段階で、針ハブ成形工程が完了する。
【００７３】
　次に、針体固定工程では、針ハブ成形工程によって成形された針ハブ１８の針挿入孔２
２に針体１４の基端側を挿入し、針体１４の基端を位置決め部３２に当接させるとともに
接着剤によって針体１４の基端側を針ハブ１８に対して接着する。これにより、針体１４
及び針ハブ１８を備えた医療用針１０が製造されるに至る。
【００７４】
　ところで、同じ長さの針体では、針体の太さが細くなるほど、その内腔の液体流通速度
が遅くなるため、採血時間又は薬剤の注入時間は長くなり易い。採血時間又は薬剤の注入
時間を短縮するためは、針ハブに対して針体の基端を位置決めし、針体のうち針ハブ内に
位置する部分の長さを比較的短くすることが必要である。
【００７５】
　しかしながら、針ハブの外径を一定にした場合、針体の太さが細くなるほど、針ハブの
うち針体が挿入される針挿入孔（針保持孔）の孔径が小さくなるため、針挿入孔の外周側
の肉厚が増加する。そうすると、針ハブを樹脂材料によって射出成形する際に、針挿入孔
の外周側を成形する樹脂材料の熱収縮量が増加するため、針挿入孔の孔径の寸法バラツキ
が大きくなる。そのため、針体の基端を針ハブに対して精度よく位置決めすることができ
ないおそれがある。
【００７６】
　本実施形態によれば、位置決め部３２よりも外周側に第２肉抜き部４６を設けている。
つまり、針ハブ１８を射出成形する際に、段差部１０６の外周側に第２肉抜き成形部９８
が設けられる。これにより、第２肉抜き部４６によって位置決め部３２の外周側に位置す
る樹脂材料の熱収縮量を比較的少なくすることができる。よって、針挿入孔２２の基端部
の孔径の寸法バラツキを抑えることができるため、針体１４の太さに関わらず針体１４の
基端を針ハブ１８に対して精度よく位置決めすることができる。よって、細い針体１４を
採用した場合でも、針ハブ１８内の針体１４の長さを比較的短くすることができるので、
医療用針１０の流体流通速度の低下を抑制することができる。
【００７７】
　また、第２肉抜き成形部９８は、型閉じ状態で第２キャビティ６２ｂを構成する壁面と
段差部１０６との間に、前記壁面及び段差部１０６から離間するように配置されている。
これにより、第２肉抜き部４６は、把持部４０の外周面４０ａと位置決め部３２との間の
壁内に形成された穴となる。そのため、針体１４の太さ（針挿入孔２２の孔径）が変更さ
れても針ハブ１８の外面を成形する外側金型（固定金型６４及び可動金型６６）を変更す
る必要がない。これにより、針体１４の太さに応じて外側金型を個別に用意する必要がな
いため、針ハブ１８の製造装置６０の部品点数を削減することができる。また、この場合
、針体１４の太さに関わらず針ハブ１８の外形形状を同じにすることができるため、針体
１４の太さによって医療用針１０の操作性が変化することを抑えることができる。
【００７８】
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　さらに、複数の第２肉抜き部４６を針挿入孔２２の軸線を中心に点対称に設けているた
め、針挿入孔２２の基端部の孔径の寸法バラツキを一層抑えることができる。
【００７９】
　本実施形態によれば、第２肉抜き部４６がチューブ挿入穴２４に連通している。つまり
、針ハブ１８を射出成形する際に、第２肉抜き部４６とチューブ挿入穴２４とを第２コア
ピン９０（１つの部材）によって効率的に成形することができる。
【００８０】
　また、位置決め部３２が円環状に形成されているため、針体１４の基端面を位置決め部
３２に対して精度よく位置決めすることができる。
【００８１】
　本実施形態では、針ハブ１８に第１肉抜き部４４を形成しているので、針挿入孔２２の
先端部の孔径の寸法バラツキを抑えることができる。これにより、針体１４の太さに関わ
らず針体１４を針ハブ１８に対して精度よく位置決めすることができる。
【００８２】
　本実施形態に係る医療用針１０及び針ハブ１８の製造装置６０は、上述した構成に限定
されない。
【００８３】
　医療用針１０において、第１肉抜き部４４及び第２肉抜き部４６のそれぞれの個数及び
形状は、任意に設定することができる。例えば、第１肉抜き部４４及び第２肉抜き部４６
のそれぞれは、円環状に形成されていてもよい。第１肉抜き部４４は、中径部３６の外周
面に溝を形成することによって構成してもよい。第２肉抜き部４６は、把持部４０の外周
面４０ａに溝を形成することによって構成してもよい。位置決め部３２は、突出部２８の
内部に位置していてもよい。
【００８４】
　針ハブ１８の製造装置６０において、針挿入孔成形部７６には凹部８０ではなく凸部が
設けられ、当接部１０２ｃには前記凸部に嵌合可能な凹部が設けられていてもよい。
【００８５】
　本発明に係る医療用針、針ハブの製造装置及び医療用針の製造方法は、上述の実施形態
に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんであ
る。
【符号の説明】
【００８６】
１０…医療用針　　　　　　　　　　　１２…針先
１４…針体　　　　　　　　　　　　　１４ａ、２０ａ、９０ａ…内腔
１８…針ハブ　　　　　　　　　　　　２０…チューブ
２２…針挿入孔　　　　　　　　　　　２４…チューブ挿入穴
３２…位置決め部　　　　　　　　　　４４…第１肉抜き部
４４ａ…第１外側内面　　　　　　　　４４ｂ…第１内側内面
４６…第２肉抜き部　　　　　　　　　４６ａ…第２外側内面
４６ｂ…第２内側内面　　　　　　　　６０…製造装置
６２…キャビティ　　　　　　　　　　６４…固定金型（第１金型）
６６…可動金型（第２金型）　　　　　７６…針挿入孔成形部
７８…第１肉抜き成形部　　　　　　　８０…凹部
９８…第２肉抜き成形部　　　　　　　１０２ｃ…当接部
１０４…凸部　　　　　　　　　　　　１０６…段差部
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